有留自治振興会地域づくり事業補助金交付要綱

（趣旨）
第１条　 この要綱は、有留地域住民が自らの創意と良識によって、自主的かつ自発的に行う　
地域の課題解決及び地域の魅力の向上や連帯感の醸成につながる公益的な活動（以下「地域
づくり活動」という。）に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付について必要な事項を定めるものとする。

（補助対象事業）
第２条 　この要綱における補助対象事業は、有留在住または有留にゆかりのある者3名以上
で構成された団体、グループ等（以下「対象団体」という。）が有留地域内で実施する公益
的、社会貢献的な事業（以下「補助事業」という。）であって、対象団体が独自の発想や新
しい視点から主体的に提案し、地域力を向上させることを目的とするもので、具体的な効果
や成果が期待できる次に掲げる事業とする。
(１) 環境保全のための活動
(２) 子育て支援のための活動
(３) 住民相互で助け合う共助型福祉活動
(４) 防災・防犯活動
(５) 地域の美化活動
(６) 地域産業の振興のための活動
(７) 農村・都市交流を図るための活動
(８) 地域スポーツの振興のための活動
(９) 地域文化の振興のための活動
(10) 伝統的な祭、芸能その他の地域行催事の再興のための活動
(11) 前各号に掲げるもののほか、まちづくりに資すると認められる活動
２ 前項の規定にかかわらず、次に該当するものは補助対象事業としない。
(１) 営利を目的とするもの
(２) 特定の個人や団体のみが利益を受けるもの
(３) 政治、宗教又は選挙に関する活動
(４) 国、地方公共団体及びそれらの外郭団体から当該事業に関する助成を受けているもの
(５) 公序良俗に反するもの
(６) 前号に掲げるもののほか、有留自治振興会長（以下「振興会長」という。）が適当で
　ないと認めるもの

（補助金額等）
第３条 補助金の対象となる経費は、別表に定めるところによる。この場合において、当該補
助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
２ 前項の規定にかかわらず、次に該当するものは、補助対象経費としない。
　(１) 対象団体の事務所等を維持するための経費
　(２) 対象団体の経常的な活動に要する経費
　(３) 対象団体の構成員に係る飲食費
　(４) 対象団体の構成員に係る人件費、謝礼
　(５) 前号に掲げるもののほか、振興会長が適当でないと認める経費

（補助金等の交付申請）
第４条 　補助の交付を受けようとする対象団体は、有留自治振興会地域づくり事業補助金交
付申請書（様式第１号）に参考となる資料を添付して、振興会長に提出しなければならな
い。

（補助金の交付決定）
第５条 　振興会長は、受理した交付申請書の内容を審査し、その申請を適当と認めたとは、
補助金交付決定を行うものとする。
２ 前項の規定により交付決定を行ったときは、有留自治振興会地域づくり補助金事業補助金
交付決定通知書（様式第２号）により当該対象団体に通知するものとする。

（補助事業の変更等）
第６条 　前条の補助金の交付の決定を受けた対象団体（以下「補助団体」という。）は、事
業の目的に影響を及ぼすと認められる内容の変更又は事業の中止をしようとする場合は、有
留地域づくり事業（変更・中止）承認申請書（様式第３号）を速やかに振興会長に提出し、
その承認を受けなければならない。

（実績報告）
第７条 　補助団体は、補助事業が完了したときは、有留自治振興会地域づくり事業補助金実
績報告書（様式第４号）に振興会長が必要と認める書類等を添えて、振興会長に報告しなけ
ればならない。
２　前項の規定による報告の期限は、補助事業の完了した日の翌日から起算して１５日が経過
する日とする。

（補助金の交付請求）
第８条 　補助団体は、有留自治振興会地域づくり事業補助金請求書（様式第５号）を振興会
長に提出することにより補助金の交付を請求するものとする。

（補助金の概算払）
第９条　　補助団体は、補助事業の円滑な遂行のために必要がある場合は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第162条の規定に準じて、補助金交付決定金額の10分の８以内の
　額を概算払請求することができる。
２ 前項の規定による補助金の概算払を受けようとする補助団体は、有留自治振興会地域づく
　り事業補助金概算払請求書（様式第６号）を振興会長に提出しなければならない。

（関係書類の整備）
第10条 　補助団体は、補助金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠と
なる書類を整理し、かつ、これらの書類を当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から５
年間保存しなければならない。

（その他）
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、振興会長が別に定
める。

附 則
この要綱は、令和８年４月１日から施行する。


別表（第３条関係）
	項目
	補助対象経費（例）
	補助対象外経費（例）

	報償費
（謝礼、記念品等）
	・外部講師への謝礼等
・参加者への参加賞、記念品等
	・構成員が講師等を務めた場合の謝礼

	需用費
	消耗品費
	・事務用品購入費等
	

	
	燃料代
	・事業に必要な機械のガソリン代等
	

	
	光熱水費
	・事業実施に係る灯油、ガス代等
	

	
	食糧費
	・外部講師の食事代等
	・打ち上げ等の食事代

	
	印刷製本費
	・事業に必要な資料等の印刷やコピ
ー代
・記録用写真代等
	

	
	光熱水費
	・事業で使用した電気代、水道代
	

	役務費
	通信運搬費
	・通知等の切手代
	

	
	手数料
	・振込手数料等各種手数料
	

	
	保険料
	・事業実施時に加入する保険料等
	

	使用料、賃借料
	・事業に必要な器具の使用料や車両
等の借上料
	

	原材料費
	・事業に使用する原材料、食材等
	

	備品購入費
	・事業実施に当たり必要不可欠と認
められる備品の購入費
	

	その他
	・振興会長が特に必要と認める経費
	・公益性を欠く経費





様式第１号（第４条関係）

年　　月　　日

有留自治振興会長　　様

（申請者）　団　体　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者住所　安芸高田市向原町有留　　　　番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代　表　者


有留自治振興会地域づくり事業補助金交付申請書


有留自治振興会地域づくり事業補助金交付要綱第４条の規定により、次のとおり申請します。
[bookmark: _Hlk224134002]
１．補助申請事業の概要
	事業名
	

	実施予定日
	年　　月　　日　～　　　年　　月　　日（　　　日間）

	実施予定場所
	

	事業内容
（予定）
	



２．申請内容に回答できる者の連絡先
	氏名
	

	TEL
	

	携帯電話
	



[bookmark: _Hlk228260793]構成メンバー
	№
	役　職
	氏　名
	住　　　所

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	

	18
	
	
	

	19
	
	
	

	20
	
	
	





様式第１号の別紙（第４条関係）
収支予算書
収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	項目
	摘要
	予算額

	振興会補助金
	
	

	事業参加者負担金
	
	

	寄付・協賛金等
	
	

	その他の収入
	
	

	団体の自己資金
	
	

	合　　　計
	



支出
	項目
	摘要
	予算額

	報償費
（謝礼、記念品等）
	
	

	需用費
	消耗品費
	
	

	
	燃料代
	
	

	
	食糧費
	
	

	
	印刷製本費
	
	

	
	光熱水費
	
	

	役務費
	通信運搬費
	
	

	
	手数料
	
	

	使用料、賃借料
	
	

	原材料費
	
	

	備品購入費
	
	

	その他
	
	

	合　　　計
	


様式第２号（第５条関係）　

年　　月　　日

団　体　名
代表者住所　安芸高田市向原町有留　　　　番地
代　表　者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有留自治振興会長　　　　　　　　　㊞


有留自治振興会地域づくり補助金事業補助金交付決定通知書


　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった事業について、次のとおり決定しましたので、有留自治振興会地域づくり事業補助金交付要綱第５条の規定により通知します。


	補助対象事業
	


	補助対象経費
	


	交付決定額
	


	注意事項
	（1）交付決定の額を超えて経費が生じても、増加分は補助対象
となりません。
（2）事業が完了したときは、速やかに実績報告書に必要な書類
を添えて提出してください。





様式第３号（第６条関係）

年　　月　　日

有留自治振興会長　　様

（申請者）　団　体　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者住所　安芸高田市向原町有留　　　　番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代　表　者


有留自治振興会地域づくり事業（　変更・中止　）承認申請書


有留自治振興会地域づくり事業補助金交付要綱第６条の規定により、次のとおり事業の内容を（　変更・中止　）したいので申請します。

１．補助事業の変更・中止概要
	事業名
	

	実施予定日
	年　　月　　日　～　　　年　　月　　日（　　　日間）

	実施予定場所
	

	事業の変更・中止の内容及び理由
	



２．申請内容に回答できる者の連絡先
	氏名
	

	TEL
	

	携帯電話
	



様式第４号（第７条関係）

年　　月　　日

有留自治振興会長　　様

（申請者）　団　体　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者住所　安芸高田市向原町有留　　　　番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代　表　者


有留自治振興会地域づくり事業実績報告書


有留自治振興会地域づくり事業補助金交付要綱第7条の規定により、次のとおり報告します。

１．補助申請事業の概要
	事業名
	

	実施日
	年　　月　　日　～　　　年　　月　　日（　　　日間）

	実施場所
	

	事業内容
	



２．添付書類
	チェック
	書類名
	備考

	□
	カラー写真
	事業実施状況が確認できるもの

	□
	決算書（様式第4号）の別紙
	

	□
	領収書の写し
	

	□
	その他振興会長が必要と認めるもの
	


 

様式第４号の別紙（第７条関係）
収支決算書

収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	項目
	予算額
	決算額
	摘要

	振興会補助金
	
	
	

	事業参加者負担金
	
	
	

	寄付・協賛金等
	
	
	

	その他の収入
	
	
	

	団体の自己資金
	
	
	

	合　　　計
	
	
	



支出
	項目
	予算額
	決算額
	摘要

	報償費
（謝礼、記念品等）
	
	
	

	需用費
	消耗品費
	
	
	

	
	燃料代
	
	
	

	
	食糧費
	
	
	

	
	印刷製本費
	
	
	

	
	光熱水費
	
	
	

	役務費
	通信運搬費
	
	
	

	
	手数料
	
	
	

	使用料、賃借料
	
	
	

	原材料費
	
	
	

	備品購入費
	
	
	

	その他
	
	
	

	合　　　計
	
	


様式第５号（第８条関係）

年　　月　　日

有留自治振興会長　　様

（申請者）　団　体　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者住所　安芸高田市向原町有留　　　　番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代　表　者


有留自治振興会地域づくり事業補助金請求書


有留自治振興会地域づくり事業補助金交付要綱第８条の規定により、次のとおり請求します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事業名                                                      

補助金請求額　　金　　　　　　　　　　円

補助金振込先
	金融機関名
	農業協同組合・銀行
信用金庫・信用組合
	本店・本所
支店・支所
出張所

	預金種別
	普通・当座
	口座番号
	
	
	
	
	
	
	
	

	(フリガナ)
	

	口座名義
	





様式第６号（第９条関係）

年　　月　　日

有留自治振興会長　　様

（申請者）　団　体　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者住所　安芸高田市向原町有留　　　　番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代　表　者


有留自治振興会地域づくり事業補助金概算払請求書


有留自治振興会地域づくり事業補助金交付要綱第９条の規定により、次のとおり請求します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事業名                                                      

補助金請求額　　金　　　　　　　　　　円
	補助金交付決定額
	補助金受領済額
	補助金請求額

	
円

	円
	円




補助金振込先
	金融機関名
	農業協同組合・銀行
信用金庫・信用組合
	本店・本所
支店・支所
出張所

	預金種別
	普通・当座
	口座番号
	
	
	
	
	
	
	
	

	(フリガナ)
	

	口座名義
	



